
平成３１年・令和元年度 部活動について（生徒用・改訂版） 京都市立桂中学校 

１． 中学校の部活動について 

学校の部活動は、同じ興味を持つ生徒が集まり、生徒相互で好ましい人間関係を育てる中で、友情を深めたり個性を伸ばしたり 

することを目的としています。部員を中心として自主的・自治的な活動をし、また、集団生活を通して、規則を守り、責任を重 

んじる事が出来る生徒になることを目指しています。 

２． 部活動の位置づけ 

部活動は課外活動です。学校の本分は授業をしっかり受け、学力をつけることです。また、生徒会・委員会活動や学級・係活動 

などしっかりと取り組んでいきましょう。 

３． 活動期間 

４月１日～３月３１日までとし、１年ごとに新しく組織します。 

４． 費用 

① 活動に必要な費用は各部員が負担しますので、必要に応じて部費を徴収する場合があります。 

② 対外試合やコンクールなどの交通費や参加費などについては、別途自己負担となります。 

５． 部活動中の災害について 

授業中と扱いは同じです。けがをした場合は速やかに顧問に連絡して下さい。 

６． 活動規定 

① 原則的に顧問の先生が現場指導もしくは校内にいる場合にのみ活動できます。 

② 活動時間 

ア． 平日は１８：００完全下校（夏時間）とします。 

（冬時間A １０月中旬～１１月中旬、２月上旬～２月下旬については１７：３０完全下校） 

（冬時間B １１月下旬～１月下旬については１７：００完全下校） 

イ． 午前中授業時は完全下校時刻を３０分繰り上げます。 

ウ． 朝練習は、７時３０分以降開始し、８時２０分まで活動しても良いが、朝学活、朝読書に間に合うようにすること。 

（登校は７時２０分以降にすること。） 

 

 

 

 

 

７． その他 

① 学校閉鎖日・総括テスト１週間前や、入学式・卒業式・体育大会・文化祭等の行事の前日、当日は原則活動停止になります。 

② 部活動以外でクラブボックスを使用してはいけません。 

③ 昼食は決められた場所で食べ、ゴミなどは持ち帰って下さい。また、昼食を買いに校外へ出ることはできません。 

④ 下校時、寄り道や買い食いなどをしないこと。 

⑤ 自転車での登下校は絶対にしないこと。 

⑥ 部活動が終わったら、他の部活動の友人を待たずに下校する。また、友人を待たせたりしない。 

⑦ 朝練習の時、再登校時、活動後の下校時は、部活動の服装で登下校しても構いません。（顧問の先生の指示に従うこと。） 

⑧ ２、３年生も入部届が出して下さい。また、退部や別の部に入部しようと考えた時は、必ず顧問の先生と相談しましょう。 

８．今年度の入部について 

② ４月１２日は部活動見学を実施。１年生の仮入部（自由に見学したり、参加したりできる）期間は４月１５日（月）から 

４月２２日（月）までです。４月１９日（木）の仮入部に関しては、中止とします。この期間は入部届はいりません。 

仮入部期間中の１年生の完全下校時間は５時１５分です。（５時に活動終了） 

③ 入りたい部が決まれば、４月２２日（月）までに入部届を担任の先生に提出して下さい。 

④ ２、３年生の継続入部、新規入部については、４月２２日（月）までに入部届を担任の先生に提出して下さい。 

⑤ ４月２３日（火）に１年生は正式入部となりますが，１～３年生の部員全員が集まる部集会は各部活で行います。 

・平日は木曜日を活動停止日とする。（長期休業中は除く）また，土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上を休養日とする。 

週末に大会等参加等で両日活動した場合は，休養日を他の日に振り替えること。 

※大会参加とは，中体連または各種競技団体が主催する大会に限る。 

・１日の活動時間は，長くとも平日では２時間程度，学校の休養日は３時間程度とする。  

※京都市部活動ガイドラインに準ずる 

 


